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規約変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

 

スターツプロシード投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会におきま

して、規約変更及び役員選任について、平成 29 年 1 月 19 日に開催予定の本投資法人の第 7 回投資主総

会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、下記記載の規約変更及び役員選任は、第 7 回投資主総会における各議案の承認可決をもって効力

を生じます。 

 

記 

 

1. 規約変更の主な内容と理由について 

(1) 第27条関係 

租税特別措置法施行規則（昭和32年大蔵省令第15号、その後の改正を含みます。）の改正により、

投資法人が課税の特例適用を受けるための要件が変更されたため、不要となった規定を削除するもの

です。 

(2) 第29条関係 

投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令第480号、その後の改正を含みます。）

の改正により、特定資産に該当する資産が追加されたことに伴い、再生可能エネルギー発電設備及び

公共施設等運営権を本投資法人の投資対象として追加する規定を新設するものです。 

(3) 第30条関係 

近年の地球温暖化対策に関する取組みの高まりに伴い、「地球温暖化対策の推進に関する法律」

（平成10年法律第117号、その後の改正を含みます。）に基づく算定割当量やその他の法律又は条令

等に基づく類似の排出権等に対する投資を可能とするため、必要な規定を新設するものです。 

(4) 第35条関係 

投資法人の計算に関する規則（平成18年内閣府令第47号、その後の改正を含みます。）及び租税

特別措置法（昭和32年法律第26号、その後の改正を含みます。）等の改正により、会計上の取扱い及

び税務上の取扱いの差異(税会不一致)を解消するための措置が講じられたことから、これに関連する

規定を変更するとともに、投資法人の課税負担を軽減することを目的として利益を超えた金銭の分配を

可能とするために規定を一部変更するものです。 

(5) その他 

その他、必要な字句の修正、表現の変更、統一及び明確化その他の整理を行うものです｡ 

（規約変更の詳細につきましては、別紙「第 7 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 



 

2. 役員選任について 

執行役員平出和也、監督役員野村茂樹及び監督役員松下素久が平成 29 年 1 月 31 日をもって任期

満了となりますので、平成 29 年 2 月 1 日付で執行役員 1 名（平出和也）及び監督役員 2 名（野村茂樹

及び松下素久）を選任することについて、議案を提出するものです。 

（役員選任の詳細につきましては、別紙「第 7 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 

3. 日程 

平成 28 年 12 月 15 日 第 7 回投資主総会提出議案の役員会承認 

平成 28 年 12 月 22 日 第 7 回投資主総会招集ご通知発送（予定） 

平成 29 年   1 月 19 日 第 7 回投資主総会開催（予定） 

 

以 上 

 

【添付資料】 

  第 7 回投資主総会招集ご通知 

 
 

 
※ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※ 本投資法人のホームページアドレス：http://www.sp-inv.co.jp 

http://www.sp-inv.co.jp/

























